（別記様式２）
県有林整備パートナー事業実施協定書
　　　
　群馬県（以下「甲」という。）と　　　　　　（以下「乙」という。）は、県有林整備パートナー事業（以下「パートナー事業」という。）の実施について、次のとおり協定を締結し、信義に従ってこれを履行するものとする。

１　目　　的　この協定は、協定締結者の役割を明らかにするとともに、甲乙協働で県有　　　　　　　林の保全・整備を行うことにより、地球温暖化防止など公益的機能の向上　　　　　　　を図ることを目的とする。
２　森の愛称
３　場　　所　　　　　　　　　　　　　（林小班　　　　　　）（別添位置図のとおり）
４　内　　容　　（植樹タイプ・育樹タイプ・保全タイプ）
　　　　　　　　　別紙実施計画書のとおり
５　期　　間　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
６　対象面積　　　　　　　　ｈａ
７　寄 付 金
　（１）金額　　　　　金　　　　　　　円
　（２）納入方法　　　一括　・　分割　払　　
　（３）納入期日
８　パートナー事業の実施にあたり、甲及び乙は、日本国の法令、条例、規則、県有林の　関係規定等を遵守するものとする。
９　甲及び乙は、実施計画書を遵守し、森林の適切な保全・整備を行うこと。
10　甲及び乙は、パートナー事業の写真及び内容を使用できる。ただし、特定の政治、思　想、宗教活動などを目的とする宣伝行為にはこれを用いることができない。
11　乙自ら実施する森林整備活動に要する経費は、乙が負担すること。
12　乙がパートナー事業を取り組んでいることを標示する看板を設置する場合、甲は事業　期間において本協定の対象森林内に設置場所を無償で提供する。また、看板の設置に係る費用は乙の負担とする。
13　パートナー事業により、生育した立木は、甲に帰属する。
14　乙の責に帰すべき事由により、立木竹その他甲の財産に損害が生じた場合、乙はその　損害を賠償するものとする。
15　乙の活動中におけるケガ・事故等については、甲は一切責任を負わないこと。
16　甲は、乙の要請により、必要な助言、支援及び連絡調整を行うこと。
17　甲又は乙は、協定内容に変更の必要が生じた場合、相手方に対して通知を持ってその変更を申し出ることができるものとし、甲又は乙は、申し出を受けたときは協議に応じなければならない。
18　乙は、名称、事務所の所在地、代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく変更したことを証する書類を添えて、甲に届け出なければならない。
19　協定の破棄　甲又は乙は、次の場合に協定を破棄することができるものとする。
　（１）協定に違反する行為があった場合。
　（２）活動区域を公共用、公用又は公益事業の用に供する必要が生じた場合。
　（３）活動区域が、地震、気象害、病虫獣害、火災等、甲乙の過失に基づかない事由に　　　　よる森林被害（以下「天災等」という。）により実施計画の達成が困難となった　　　　場合。
　（４）乙が暴力団等の関係その他県有林整備パートナー事業実施要項第３条に定める欠　　　　格事項に該当することが判明し、事業を継続することが適当でないと認められる　　　　とき。
20　天災等を受けたときは、その都度甲乙協議して復旧方法等を定める。
21　パートナー事業の実施に当たり法令等の制限がある場合、その手続きについて甲乙協　議し行うものとする。
22　乙自ら実施する森林整備活動にあたり、次の行為を行わないこと。
　（１）林内での火気の使用。
　（２）営利を目的とした林産物の採取や販売。
　（３）森林生態系に悪影響を及ぼす行為。
23　この協定に定められた事項について、疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定　める。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所持する。

　　年　　月　　日
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　  群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙
 

 
　注１　協定書には、次のものを添付する。
　　　　（１）　別紙 実施計画書
  　　　（２）　県有林整備パートナー事業実施計画図

　注２　協定締結する時は、別紙の「寄付申込書」を提出してください。

